
平成 2 3 年度税制改正（租税特別措置）見直し事項（廃止・縮減） 

（農林水産省） 

制 度 名 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（農地法関係） 

税目（条文番号） 
所得税（措法第３３条第１項第４号）、法人税（措法第６４条第１項
第４号、措法第６８条の７０） 

見

直

し

の

内

容 

 
本特例措置は、農地法の規定に基づく国の買収により土地等を譲渡

し、代替土地等を取得した場合の譲渡所得に対する課税を軽減するも
のであるが、見直しによって本特例措置を廃止することとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 平年度の増収見込額 

（制度自体の減収額） 
－ 百万円 

（ － 百万円） 

廃

止

又

は

縮

減

の

理

由 

 

 本特例措置は、自作農の創設の観点から行う土地等の買収（所有で
きない小作地や未墾地の買収）及び農業生産法人の要件を欠いた法人
が保有する農地の買収のために講じられてきたところであるが、平成
21 年の農地法改正により、本特例措置の主たる目的である自作農の
創設の観点から行う買収に係る規定が廃止されたため、本特例措置は
廃止することとする。 

 

 


